
山梨県男女共同参画団体活動促進事業費補助金Ｑ＆Ａ  

１ 補助対象の団体、事業及び経費について 

Ｑ1-1 補助を受けられるのはどんな団体ですか？ 

 交付要綱第４条の要件を満たしている団体が対象となります。 

  ・県内に活動拠点があり、県内を中心に活動していること 

  ・構成員が２人以上であること 

  ・会則等があること 

  ・営利、政治又は宗教を主たる目的とする団体ではないこと 

 女性団体、ＮＰＯ法人、各種団体、ＰＴＡ、自治会、自主グループなど、要件を

満たす様々な団体が対象となります。 

 

Ｑ1-2 どのような事業が対象となりますか？ 

 交付要綱第３条に規定する要件に適合する事業が対象となります。 

これまで以下のような事業が採択されています。 

 （例) 

 ・国際女性デーに関連した啓発イベント 

 ・男女共同参画及び防災をテーマとした講演会 

 ・父親の育児参画の促進を目的とした地域交流イベント 

 ・ＤＶ被害防止に関する啓発活動 など  

 

なお、取組を行うことで男女共同参画の推進につながる効果が見込まれる事業が 

対象となるため、定例会や総会等、申請団体の構成員のみを対象とし、 

その効果が団体外に及ばないと考えられる事業については、対象外となります。 

 

Ｑ1-3 事業の対象期間はいつまでですか？ 

交付決定日から、当該年度末（３月３１日）までに実施・完了する事業が対象と

なります。 

なお、補助金の対象となるのは、交付決定後に実施・支出した経費に限られます

ので、事業を実施する前に、余裕をもって申請してください。 

 

 

 

 



Ｑ1-4 内容が同じであっても、開催する地域や対象者が異なる場合は、別の事業として、

1回ずつ申請することはできますか？ 

 開催する地域や対象者が異なるなど、事業内容が実質的に異なると認められる場

合は、別の事業として、それぞれ申請することができます。ただし、補助回数は、

1団体あたり 2回までとなります。 

 

Ｑ1-5 他の補助金とあわせて補助を受けることができますか？ 

 同一の事業について、国、県、市町村等から補助金等の交付を受けている場合は、 

この補助金の対象外となります。 

 

Ｑ1-6 経費が５万円未満だった場合はどうなりますか？ 

対象経費の総額が５万円に満たない場合は、その対象経費の総額（千円未満切捨

て）が補助金額となります。 

 

Ｑ1-7 銀行の振込手数料は対象になりますか？ 

 振込手数料は補助対象外です。 

 

Ｑ1-8 申請前にチラシを印刷し、印刷代を支払った。補助対象となりますか？ 

 交付決定前に支払った経費は補助対象外です。 

 

Ｑ1-9 事務所でチラシを印刷する場合、トナーの購入費用は補助対象になりますか？ 

 対象事業以外でも使用できるため、補助対象外です。 

 

Ｑ1-10 団体スタッフに対し支払った経費は、補助対象となりますか？ 

 対象事業実施にあたり発生した団体構成員の旅費を除き、補助対象外です。 

 

Ｑ1-11 物品を購入して寄付した場合は補助対象となりますか。 

 既製品を購入してそのまま寄付することは、補助対象外です。ただし、 

啓発物品として、団体が主体的に普及・啓発活動の一環として使用する目的で購入

した場合は、内容により補助対象となる可能性がありますので、事前にご相談くだ

さい。 

 

Ｑ1-12 交付決定前に団体で余っていた消耗品を使用し、事業実施後に補填のため購入し 

た場合は対象になりますか。 

 交付決定前に団体で保有していた消耗品を使用し、事業実施後に補填目的で購入

した場合は、補助対象外です。補助対象となるのは、交付決定後、事業実施に必要

な準備として購入した消耗品に限られます。 



Ｑ1-13 飲食物を購入した場合は対象になりますか。 

 飲食物は原則対象外です。ただし、料理教室等の原材料費として購入した場合は

対象となります。 

 

２ 補助金のながれについて 

Ｑ2-1 補助金の交付まではどのようなながれですか？ 

①（団体）事業の計画 

②（団体）交付申請書（様式第 1号など）を提出 

③ （県） 審査を行い、交付を決定した団体に交付決定通知書を送付 

④（団体）事業の実施・完了 

⑤（団体）実績報告書（様式第５号など）を提出 

⑥ （県） 補助金の額を確定し、額の確定通知を送付 

⑦ （県） 口座振込依頼書（様式第 2号）に記載の口座へ、補助金を支払 

 

３ ①事業の計画～③交付決定 に関すること 

Ｑ3-1 いつまでに申請をすればよいですか？ 

 審査に概ね１か月程度を要するため、事業を実施する１か月前までの申請をお願

いしています。申請書の提出後、県で審査を行い、交付を決定した団体に交付決

定通知書を送付します。 

なお、補助の対象となるのは、交付決定後に実施・支出した経費に限られます。 

 

Ｑ3-2 様式はどのように入手できますか？ 

 県ホームページに掲載しておりますので、自由にご活用ください。 

 また、県庁本館２階 男女共同参画・多様性推進課及び山梨県立男女共同参画推

進センター３館（ぴゅあ総合・峡南・富士）でも配布しておりますので、職員にお

声かけいただければお渡しいたします。その場合、事前にご連絡をいただければ、

よりスムーズにお渡しできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ｑ3-3 交付申請にはどのような書類が必要ですか？ 

必要な書類は以下のとおりです。 

 

・ 補助金交付申請書（様式第 1号） 

・ 事業計画書（様式第 1号の 1） 

・ 事業収支予算書（様式第 1号の 2） 

・ 団体概要（様式第 1号の 3） 

・ 団体目的等についての確認書（様式第 1号の 4） 

・ 団体の規約、構成員名簿 

・ 誓約書（様式第 1号の 5） 

・ 口座振込依頼書（様式第 2号） 

・ （任意団体の場合）定款・会則 

・ その他（必要に応じて別途ご提供をお願いします） 

 

Ｑ3-4 事業収支予算書には、補助金の額のみ記入すればよいですか？ 

 

 

 

 

Ｑ3-5 団体事務局所在地にはどこの住所を記入すればよいですか？ 

 

 

 

 

Ｑ3-6 交付決定がされれば、決定額については交付が確約されますか？ 

 

 

 

 

 

Ｑ3-7 どこに提出したらよいですか？ 

 山梨県立男女共同参画推進センター ぴゅあ総合（甲府市朝気 1-2-2）に持参又は

郵送してください。必要部数は１部です。 

 

 

 他団体からの助成の有無や事業計画書に対する予算規模等を確認するため、事業

全体にかかる総額の収支予算書をご提出ください。 

 会則等で定めている事務所などの住所をご記入ください。もし、会則等に定めら

れていない場合には、団体の拠点となる場所や、代表者の住所などをご記入くださ

い。 

 実際にお支払いする補助金は、実際に支出した対象経費から算出しますので、そ

の額が交付決定額を下回った場合は、減額となります。 

 しかし、実際の支出が交付決定額を上回った場合は、増額はしませんので、ご注

意ください。 



Ｑ3-8交付申請書を提出してから補助金の交付の可否が決定されるまで、どのくらいの日

数がかかりますか? 

 申請日から起算して概ね１ヶ月程度で審査結果をお知らせします。但し、提出書

類に不備があった場合は、決定が遅れることもあります。 

 

Ｑ3-9 交付決定後、事業の中止が決定した場合、どのような手続きが必要ですか。 

 事業の中止が決定次第、速やかに、山梨県男女共同参画団体活動促進事業費補助

金中止承認申請書（様式第３号）を提出してください。 

 

４ ④事業実施・完了～⑦補助金の支払い に関すること 

Ｑ4-1 実績報告書はいつまでに提出すればよいですか？ 

 

 

 

Ｑ4-2 実績報告にはどのような書類が必要ですか？ 

必要な書類は以下のとおりです。 

 

・ 補助金実績報告書（様式第 5号） 

・ 事業報告書（様式第 5号の 1） 

・ 事業収支決算書（様式第 5号の 2） 

・ 事業を実施したことが分かる書類（写真、資料、チラシ、アンケートなど） 

・ 領収書等内訳一覧表（様式第 5号の 3） 

・ 領収書、レシート等（日付、内容、金額が分かるもの） ※写しでも可 

※詳しくは留意事項をご確認ください。 

 ・ 旅費を支払った場合、その根拠（距離や使用した公共交通機関）となる書類 

    ※自家用車を利用した場合は、地図検索等で距離がわかる部分の印刷を 

お願いします。 

 ・ 補助金以外の収入があった場合（参加費を徴収する等）、収入の根拠となる 

書類（参加者一覧等）。 

・ その他（必要に応じて別途ご提供をお願いします） 

 

 

 

 

 事業が完了した日から１ヶ月を経過した日又は交付決定をした翌年度の４月１

０日のいずれか早い日までに添付書類を添えて提出してください。 



～ 領収書提出にあたっての留意事項 ～ 

①日付 

 ・領収証の日付が事業期間内であること 

  ※事業期間内：交付決定日（交付決定通知書の日付）～事業完了日（最後の精算が終わった日） 

②宛名 

 ・宛名が正確な申請団体名であること。 

③但し書き 

 ・何を購入したか具体的に記入されていること。 

 ・金額及び支出内容がわかる但し書き（単価×数量）が記載されていること。 

  ※領収証に但し書き（単価×数量）が記載しきれない場合は、「○○一式」「○○用品」と記載 

し、別紙でレシート、納品書、請求書等で内訳がわかるものの写しを添付すること。 

お品代は不可。 

④発行元 

 ・領収書の発行元が明記されていること。 

⑤講師謝礼 

 ・講師等に謝礼を支払った場合は、領収証に住所・氏名・印鑑（または署名）がある 

こと。 

⑥その他 

 ・事業対象外の経費として報告書に記載する場合も必ず領収証を添付してください。 

・領収証に不備がある場合、その経費が事業対象外となる場合があります。 

 

 

 

 

◇その他、ご質問やご不明点等ある場合は、下記までご連絡ください。 

   

   山梨県男女共同参画・多様性推進課  TEL：055-223-1358 


